
研究費等の不正防止に係る関連部署との連携図

　監査責任者     ・副学長 　監査責任者  ・内部統制の整備・運用状況を確認

　　・副学長 　・工学部長、経営学部長、情報科学部長 　　・監査室長  ・不正防止計画の実施状況を確認し、

　監査担当者 　・基礎教育センター長 　監査担当員 　意見を述べる

　　・大学事務局長 　・大学事務局長 　　・監査室員

　　・事務職員２名 　・総務人事部長、財務部長

　専門的な知識を有する者 　・その他学長が指名する者

・通常監査     ・不正使用の防止に関する計画、ルール等の 　・内部監査の企画、立案及び執行に関すること

　収支簿、預金通帳、請求書等の証票書類 　    審議に関すること 　・監事又は会計監査人による監査に関すること

　により実施する    ・モニタリングに関すること 　・外部監査の対応にかかる調整に関すること

・特別監査 　・公益通報者の保護等に関すること

　通常監査に加え、実際の補助金の使用状況 　・その他学園における監査に関すること

　や納品の状況等の事実確認の厳密な監査を

　・室長【副学長】 　研究者の一部を対象に、当該研究者の旅費を

　・その他学長が指名する者 　一定期間分抽出し出勤記録との照査、納品後　

・不正使用の防止対応計画の策定・実施に関す 　の物品等の現物確認等、不正が発生するリス

　ること 　クに対して監査を実施する

・行動規範の順守に関すること

・情報伝達・公表に関すること

・内部監査実施の連携協力・助言に関すること

・その他、不正使用防止に関すること

    実施する
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